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高畠町農業委員会第２２回総会議事録 
 

１．開催日時 令和７年３月２５日（火）午後２時００分から午後２時３５分 

２．開催場所 高畠町役場 第１委員会室 

３．出席委員（１５名） 

   会長      １番  山 口 令 和 委員 

２番 佐 藤 泰 彦 委員 ３番 山 田 文 則 委員 

４番 髙 梨 修 一 委員 ５番 長谷川 みどり 委員 

６番 横 山 裕 一 委員 ８番 嶋 津 功 美 委員 

９番 黒 田 雅 幸 委員 １０番 菅 野 仁 一 委員 

１１番 高 橋   稔 委員 １２番 栗 田 亮 一 委員 

１３番 安 部 春 一 委員 １４番 庄 司 和 美 委員 

１５番 萩 原 拓 重 委員 １６番 髙 橋 正 利 委員 

４．欠席委員（１名） 

７番 齋 藤 真 徳 委員   

５．遅刻委員（‐名） 

    なし 

６．議事日程 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 付議事項 

  報第３２号  新規就農者の申出について……………………………………………………１件 

  報第３３号  農地法第１８条第６項の規定による通知について………………………１４件 

  議第８８号  農地法第３条第１項の規定による所有権の移転許可申請に対する農業委員会 

         の許可について…………………………………………………………………２件 

  議第８９号  農地法第３条第１項の規定による賃貸借権の設定移転許可申請に対する農業 

         委員会の許可について………………………………………………………２２件 

  議第９０号  農地法第３条第１項の規定による使用貸借権の設定移転許可申請に対する農 

         業委員会の許可について………………………………………………………４件 



 - 2 - 

  議第９１号  農用地利用集積計画に対する農業委員会の意見決定について…………５６件 

  議第９２号  農用地利用集積等促進計画（案）に対する農業委員会の意見決定について 

         ……………………………………………………………………………………４件 

７．その他の事項 

８．報告事項 

９．農業委員会事務局職員 

    事 務 局 長  二 宮 弘 明      事務局次長兼農地係長  山 口   充 

    主   事  齋 藤 一 哉      農地専門員  田 村 善 次 
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事務局長 大変お疲れさまです。 

時間前ですけれども、全員おそろいでありますので、ただいまから第２２

回高畠町農業委員会総会を開会いたします。 

初めに、高畠町農業委員会憲章唱和を行います。佐藤代理、よろしくお願

いいたします。ご起立よろしくお願いします。 

 

 （高畠町農業委員会憲章唱和） 

 

事務局長 ありがとうございました。 

ご着席ください。 

山口会長よりご挨拶をいただきます。お願いします。 

 

山口会長 【会長挨拶】 

 

事務局長 ありがとうございました。 

本日の欠席者の届出について、ご報告をいたします。７番齋藤真徳委員の

１名より欠席の届出がございましたので報告いたします。したがいまし

て、出席委員は１６名中１５名で定足数に達しております。 

それでは、高畠町農業委員会総会会議規則第５条第１項により議長は会長

が務めることになっておりますので、以降の議事進行は山口会長にお願いい

たします。お願いします。 

 

議 長 それでは、議事に入ります。 

まず、日程第１、議事録署名委員の指名についてでありますが、高畠町農

業委員会総会会議規則第１８条第２項の規定により、議長において指名させ

ていただくことにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 それでは、８番嶋津功美委員、１３番安部春一委員にお願いいたします。 
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なお、本日の会議書記には事務局職員の齋藤主事を指名いたします。 

 

議 長 次に、日程第２、会期の決定を行います。 

お諮りします。本総会の会期は、本日１日限りと決定したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 

 

異議なしと認め、会期を本日１日限りと決定いたします。 

 

議 長 次に、日程第３、報第３２号「新規就農者の申出について」１件を議題と

します。 

事務局の説明を求めます。・・・田村農地専門員。 

 

番 外 《田村農地専門員》 ただいまの件について報告いたします。 

 

【報第３２号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 ただいまの件で発言のある方はございますか。１０番菅野委員。 

 

１０番 すみません、ちょっと分からないので質問させていただきます。 

９番目の農機具購入費１，３００万、そしてこの補助金１，０００万とあ

るんだけれども、随分大きい金額だけれども、どこから出てくる補助金なん

だか、ちょっとお聞きしたいんだけれども。 

 

議 長 田村農地専門員。 

 

番 外 《田村農地専門員》 こちらのほうは新規就農ということで、ちょっと細

かいところまで全てそろえていないんですけれども、農林課のほうの補助金
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で、その手続を今進めているということでのお話でした。 

 

議 長 １０番。 

 

１０番 １０番。 

たしか当部落で使っている人たちは、新規就農者ですと１，０００万まで

補助金出ると、そして返すのが２００万だと。だから１，０００万、買物す

るコンバイン、トラクター、何だかんだというので今、実際進めていた人も

いるので、大変いい資金だと思いますので、もし近くに新規就農者の方がい

たらば、皆さんのほうに教えて、農林課のほうと相談したら多分１，０００

万までは出るんだと思うから、そのようなことで質問しました。ありがとう

ございます。 

 

議 長 そのほかございますか。 

 

 （発言なし） 

 

議 長 特に発言はないようですので、以上で報第３２号を終わります。 

 

議 長 次に、日程第４、報第３３号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」１４件を議題とします。 

事務局の説明を求めます。・・・田村農地専門員。 

 

番 外 《田村農地専門員》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【報第３３号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 ただいまの件で発言のある方ございますか。 
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 （発言なし） 

 

議 長 特に発言はないようですので、以上で報第３３号を終わります。 

 

議 長 次に、日程第５、議第８８号「農地法第３条第１項の規定による所有権の

移転許可申請に対する農業委員会の許可について」２件を議題といたしま

す。 

担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・田村農地専門員。 

 

番 外 《田村農地専門員》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【議第８８号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方ございませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております議第８８号について、原案のとおり決定す

るにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 
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議 長 次に、日程第６、議第８９号「農地法第３条第１項の規定による賃貸借権

の設定移転許可申請に対する農業委員会の許可について」２２件を議題とい

たします。 

初めに、７ページの５５番案件の１件を議題とします。 

 

議 長 担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・田村農地専門員。 

 

番 外 《田村農地専門員》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【議第８９号、５５番案件を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方ございませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております案件について、原案のとおり決定するにご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、残りの２１件を議題とします。 

担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま
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す。・・・田村農地専門員。 

 

番 外 《田村農地専門員》 残りの件について説明いたします。 

 

【議第８９号、残りの２１件を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方ございませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております２１件の案件について、原案のとおり決定

するにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、日程第７、議第９０号「農地法第３条第１項の規定による使用貸借

権の設定移転許可申請に対する農業委員会の許可について」４件を議題とい

たします。 

担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・田村農地専門員。 

 

番 外 《田村農地専門員》 ただいまの件につきまして説明いたします。 
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【議第９０号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方ございませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております議第９０号について、原案のとおり決定す

るにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、日程第８、議第９１号「農用地利用集積計画に対する農業委員会の

意見決定について」５６件を議題といたします。 

初めに、１３ページの３番案件の１件を議題といたします。 

 

議 長 事務局の説明を求めます。・・・齋藤主事。 

 

番 外 《齋藤主事》 ただいまの件について、ご説明いたします。 

 

【議第９１号、３番案件を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明が終わりました。これより議案に対する質疑に入ります。質疑

の方ございますか。 
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 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決をいたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております案件について、原案のとおり決定するにご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、１９ページの５４番案件の１件を議題とします。 

議 長 事務局の説明を求めます。・・・齋藤主事。 

 

番 外 《齋藤主事》 １９ページの申請番号５４番です。 

 

【議第９１号、５４番案件を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明が終わりました。これより議案に対する質疑に入ります。質疑

の方ございませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております案件について、原案のとおり決定するにご
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異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、残りの５４件を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。・・・齋藤主事。 

 

番 外 《齋藤主事》 ただいまの件について、ご説明いたします。 

 

【議第９１号、残りの５４件を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明が終わりました。これより議案に対する質疑に入ります。質疑

の方ございますか。これも全部ね、あっせんでしたから。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております５４件の案件について、原案のとおり決定

するにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、日程第９、議第９２号「農用地利用集積等促進計画（案）に対する
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農業委員会の意見決定について」４件を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。・・・齋藤主事。 

 

番 外 《齋藤主事》 ページ、２７ページになります。 

 

【議第９２号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明が終わりました。これより議案に対する質疑に入ります。質疑

の方ございませんか。９番。 

 

９ 番 すみません、９番です。 

１番のこの表で、〇〇さんのところが借入れとなっているんですけれど

も、借入れでしたっけ。購入ですよね。その表の、何か賃借とか使用貸借

のあれで借入れとなっているものですから、購入であれば購入と訂正をお

願いしたいと思います。 

 

議 長 ただいまの中身につきましては売人、買人でございますので、訂正をお

願いしたいと思います。よろしいですね、９番。（「はい」の声あり） 

ちょっと確認ですけれども、前段の集積あったね。あれは中間管理とい

うか、支援センターには登記が変わらないということでの申請ですか。齋

藤主事。 

 

番 外 《齋藤主事》 それは、議第９１号のほうのということですよね。こちら

はセンターを介さないで、今まであった、あっせん事業のほうになりますの

で町で登記するという形になります。 

 

議 長 そういう流れでございます。今後は９２号のように、あっせんの場合は支

援センターを通すという具合になりますので、よろしくお願いします。 

そのほか、お気づきの点、言い忘れた点ございましたら、お聞きしますけ
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れども。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 それでは、ないようですので質疑を打ち切ります。 

それでは、採決します。 

 

議 長 ただいま議題となっております議第９２号について、原案のとおり決定す

るにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、報告事項並びに今後の日程説明に入ります。 

まず最初、事務局長、二宮局長。 

 

番 外 《二宮局長》  

 

【報告事項並びに今後の日程説明】 

 

議 長 続きまして、運営委員会委員長報告。１０番菅野仁一委員長。 

 

１０番 【報告事項並びに今後の日程説明】 

 

議 長 続きまして、農振専門委員会委員長報告。１１番高橋 稔委員長。 

 

１１番 【報告事項並びに今後の日程説明】 
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議 長 続きまして、農業協同組合理事報告。１３番安部春一理事。 

 

１３番 【報告事項並びに今後の日程説明】 

 

議 長 続きまして、土地改良区理事報告。３番山田文則理事。 

 

３ 番 【報告事項並びに今後の日程説明】 

 

議 長 その他ございませんか。 

ないようですので、以上で本日の総会を閉会といたします。 

 


